
 

大野高等学校定時制 校 則 

お互いを尊重し合い、楽しく学校生活を送るために、生徒一人ひとりが心がけるべき行動や  

学校の規則等について以下に示します。 

１．生活の決まり 

・多様な個性の人格を理解し認め合い、マナーやモラルを守る。 

・交友関係については、節度を保つように心がける。 

・集団生活の規則を守り、他の生徒や学校・地域等に迷惑をかける行為をしない。 

 
次にあげる行為は禁止します。  

①  いじめ・ＳＮＳ等で他人を中傷するなど人権を侵害する行為 

②  暴力行為・窃盗行為・恐喝・器物損壊など社会的逸脱行為 

③  飲酒・喫煙・禁止薬物の使用 

④  原付・自動二輪・普通乗用車の無断での運転免許取得 

＊在学中の運転は原則として禁止 

⑤  パチンコ店等への出入り 

違反した場合は、特別指導を行うことがあります。 

２．通学の決まり 

◆自転車 

・自転車通学については、希望をする旨を生徒指導部に申し出れば原則認めます。 

・学校で配布するステッカーを貼付した自転車で通学して下さい。 

・二人乗り、傘さし運転などの違反運転をしてはいけません。 

交通規則を守らない場合は、自転車通学の許可を取り消すことがあります。 

◆遅刻・欠席・外出 

・遅刻・欠席する場合は、必ず保護者が学校（担任）に連絡して下さい。 

・遅刻の場合は、職員室で諸届けカードを記入し、確認を受けた後、教科担任に提出して下さ

い。 

・授業終了まで外出してはいけません。外出が必要な場合は、担任等の許可を得て下さ

い。 

 
３．服装等のきまり 

◆制 服 

本校指定の制服を着用し、襟章・校章をつける。 

◇夏 季 上衣は、白のカッターシャツ又はブラウスを着用する。 

◇冬 季 マフラー・セーター・コートなどは着用してよい。 

◆履き物 

・通学は、運動靴、革（合皮）靴、学校指定の外履きなどを使用する。 

・雨天や積雪時には、長靴やブーツ等の使用を認めます。 



 

・校内では、学校指定の運動靴、スリッパを使用する。 

◆頭 髪 

・パーマネント、毛染め・脱色等は禁止します。 

◆その他 

・化粧やマニキュアをした状態で学校の諸活動に参加しないで下さい。 

・校内でピアスなど装飾品の使用を禁止します。 

４．所持品について 

◆携帯電話・スマートフォン 

・授業中や集会などでの使用は、原則禁止とします。 

・保護者や雇用主への連絡などについては、休み時間および放課後に限り校内での使用を認

めます。 

◆現金・貴重品・私物 

・多額の現金や貴重品、学習活動に必要のないものを学校に持参しない。 

・生徒間での金品の貸し借りをしない。 

 

 

 

 



 

 


